
【別紙】長期履修学生制度について 
 
長期履修学生制度」とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限内では大学院

の教育課程の履修が困難であると認められる者に限り、標準修業年限を超えて計画的な履修
を行うことができる制度である。 
本教育部専門職学位課程においては、標準修業年限２年を、３年又は４年として、計画的

に履修することができる。 
この制度では、標準修業年限の授業料の総額を長期履修期間として認められた年数で支払

うことになる。例えば、本教育部専門職学位課程において３年間の長期履修が認められた場
合、２年分の授業料の総額を３年で除した額が授業料の年額となる。 
なお、この制度を利用するには、原則として入学手続き時に申請が必要である。 
 


